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和解による訴訟の解決、特別利益及び特別損失の発生に関するお知らせ 

 

当社が提起されておりました訴訟につき下記のとおり和解が成立し、当該和解に伴い約 13.1 億円

の特別利益及び約 3 億円の特別損失が発生いたしますので、併せてお知らせいたします。 

 

記 

１．訴訟の提起から和解に至るまでの経緯     

当社グループは、グループに属する会社の余剰資金を一旦社内貸付という形で、親会社であ

る当社が一元管理（ＣＭＳ契約）し、各会社の資金需要に応じて借入金の返済、または当社か

らの貸付という形で会社全体の資金繰りを行っておりました。今回の訴訟は、旧子会社であっ

た株式会社ＳＴコーポレーション（以下、「ＳＴ社」という）より、ＣＭＳ契約による連結子

会社当時からの当社に対する貸付金の一部として、３億円の返還を求め東京地方裁判所に提訴

されておりました（平成 21 年（ワ）第 39450 号 貸金請求事件）。このＳＴ社より提起された

訴訟に対し、当社はＳＴ社に対する損害賠償請求権及び事前求償権による相殺を主張し訴訟が

進行してきたところ、この度、平成 22 年 10 月 22 日付で和解が成立いたしました。  

 

２．和解の内容   

 （１）当社はＳＴ社に対し、本件和解金として金 3000 万円支払う。  

 （２）ＳＴ社は、請求を放棄する。 

 （３）当社とＳＴ社は本件に関し、何ら債権債務がないことを相互に確認する。   

 

３．特別利益の内容     

   ＳＴ社が連結子会社であった当時のＣＭＳ契約に基づく当社に対する貸金請求事件の訴訟に

つき、当社が和解金として金 3000 万円をＳＴ社に対し支払うことにより、当社が主張する損害

賠償請求と事前求償権による収入により約 13.1 億円の特別利益が発生し、当社が保証している

ＳＴ社の金融機関からの保証債務損失引当金（和解金 3 千万含む）約 3 億円の特別損失が発生

することになりました。 

 

４．今後の見通し     

 今回の特別損益の計上に伴う平成23年3月期における第3四半期連結累計期間の業績につき

ましては、現在精査中でありますので判明し次第速やかにお知らせいたします。   

 又、通期連結業績予想につきまして当社は開示しておりませんが、平成 22 年 7 月 30 日付け

開示資料「業績予想に関するお知らせ」で平成 23 年 3 月期第 2 四半期決算短信発表時期を目処

に開示する予定でありましたが、今回の特別損益等を繁栄させた平成 23 年 3 月期第 3 四半期決

算発表時期に開示する予定であります。  

以上 


